
整列した消防団員

全分団による一斉放水

優勝旗を授与される第2分団員

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

Vol.226ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

　現代社会において、SNSは情報発信やコミュニ
ケーションの手段として欠かせない存在です。しか
し、その便利さの裏には多くのリスクが潜んでおり、
特に人権に関わる問題は深刻です。SNSは誰でも簡
単に情報を発信できる一方で、誹謗中傷や個人情報
の流出、プライバシーの侵害といった問題が発生し
やすい環境でもあります。他人のプライバシーを侵
害するような投稿や虚偽の情報を拡散することは、
人権を侵害する行為にあたります。また、これらの
行為は法律で罰せられる可能性もあります。
　SNSを安全に利用するためには、いくつかのポイ
ントを押さえることが重要です。まず、プライバシー

設定を確認し、自分の情報がどの範囲で公開されて
いるのかを見直しましょう。次に、住所や電話番号、
勤務先などの個人情報をSNS上に公開しないように
します。他人のプライバシーを尊重し、他人の写真
や情報を投稿する際には、その人の許可を得ること
が大切です。また、誹謗中傷を避け、建設的な意見
交換を心掛けましょう。
　SNSは正しく使えば非常に有益なツールです。私
たち一人一人が意識して利用することで、より安全
で安心なオンライン環境を作っていきましょう。

SNSと人権：正しい使い方で安心・安全に

　下記の相談ダイヤルにて、ご相談を受け付けています。
　受付時間は、いずれも平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

全国共通の人権相談ダイヤルです。人権に
ついて困ったことがあれば、ひとりで悩ま
ずにご相談ください。

電話相談

Hot News 南 阿 蘇 村 の 話 題

　令和6年10月に法務大臣表彰を受賞された澤田日出
夫さん（栃木）が村長へ受賞の報告に訪れました。
　澤田さんは、人権擁護委員として長きにわたる活動が
評価されたほか、阿蘇大津人権擁護委員協議会の事務局
として同協議会の運営にも携われて来ました。
　今回の受賞について「委員としての活動もだが、事務
局としての活動が認められたことは嬉しく思います」と
笑顔で語られました。
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澤田日出夫さん
法務大臣表彰受賞
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見晴台駅イルミネーション
点灯式が行われました

1
12  令和7年南阿蘇村消防団出初め式

　村消防団の出初め式が１月12日にあそ望の郷くぎので
開催され、団員289人と南阿蘇中学校消防隊13人が参加
しました。式では、各種表彰の授与や各分団による通常
点検を実施。その後、消防団員は水路周辺へと移動し、
阿蘇の山々に向かって全分団による一斉放水が行われま
した。
　通常点検では各分団が日頃の訓練の成果を発揮し、第2
分団が優勝し、2位が第4分団、3位が第1分団という結
果となりました。

　見晴台駅にてイルミネーション点灯式が行われました。
このイベントは南阿蘇鉄道全線運転再開1周年を記念し
て、3年ぶりに開催されています。
　点灯式に来られた人からは「3年ぶりにきれいなイル
ミネーションを見ることができて嬉しい」と感想を述べ
られました。
　また、令和6年12月14日から1月5日までの期間は
南阿蘇鉄道のイルミネーショントレインも運行しており、
2つのイルミネーションを同時に楽しむことができまし
た。見晴台駅イルミネーションの点灯時間は午後5時
30分～10時30分までとなっており、2月中旬まで見る
ことができます。

℡0570（003）110
こどもの人権問題に関する専用相談ダイヤル
です。通話は無料です。いじめや虐待などで
悩んでいたら、お気軽にご相談ください。

℡0120（007）110
みんなの人権110番 こどもの人権110番

〈問い合わせ〉定住促進課 定住促進係　℡0967（67）2705　県建築課　℡096（333）2542

「盛土規制法」に基づく手続きの要否を
ご確認ください
　本県では、4月1日（火）（予定）から盛土規制法の運
用が始まります。
◎盛り土などによる災害から人命を守るために、県全
域を原則規制区域に指定します。
◎4月1日（火）（予定）から新たに、規制区域内で、一
定規模以上の盛り土・切り土工事や、土砂の仮置き
をする場合、事前に許可・届け出が必要です。
◎盛り土などが行われた土地の所有者、管理者、占有

者はその土地を安全な状態に維持する必要がありま
す。土地の安全管理に努めてください。
■現在着手している工事の手続きは？
　運用開始前に造成工事に着手し、運
用開始以降も継続して行う盛り土・切
り土工事や土砂の仮置きは、4月1日
（火）（予定）から22日（火）（予定）まで
の間に、工事内容の届け出が必要です。 県HP
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